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８．４　文書管理システム　負担経費試算例

前提条件

　①２０市町での利用を想定。
　　②ハードウェアの性能は、兵庫県のデータ及び自治体の職員数から想定。
　　③データの保存年数は５年を想定。
　　④ハード機器は５年リースとし運用経費に含む
　　⑤共同利用に伴う初期経費は参加市町で均等に負担し、
　　　運用経費については利用件数を加味した割合で参加市町で負担する。

（１）初期経費（データセンタ整備）
　　　　・概算経費　　約１０，０００千円
　　　　・負担方法　　参加市町による均等負担　　約５００千円（1参加団体）

（２）運営経費（２０市町での利用を想定）
　　　　　年間運営経費　２９５，６０５千円を均等割（５０％）と人口割（５０％）とした場合

（３）人口規模別の市町負担額（年額）
　　　　２０市町を人口規模別にランク分けし、それぞれの市町の負担額を試算した。

８　文書管理システムの共同運営化

（単位：千円）

均等割 人口割 計
－ － －

147,802 147,802 295,604
147,802 147,802 295,604

県
市町（２０）
計

（単位：千円）

人口 市町数 均等割 人口割 合計

Ａ ５０万人以上 1 7,390 80,236 87,626

Ｂ １０万人～
　　５０万人

5 7,390 9,652 17,042

Ｃ
３万人～
　１０万人 9 7,390 1,810 9,200

Ｄ ３万人以下 5 7,390 603 7,993
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９　各種基盤システムとの連携

９．１　認証基盤との連携

公的個人認証基盤とは、電子申請を行う場合に必要となる電子証明書が、低廉な費用で利用できるようにするため整備された
「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」に基づく認証基盤である。

公的個人認証基盤を利用した場合、共同運営システムの電子申請の流れの例を次に示す。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

申請者

住民基本台帳窓口

電子申請システム

⑦申請書作成
（電子署名付）

申請書

⑩受付・形式審査

共同運営センタ

⑧送信（電子署名）

⑨受付確認

⑬結果通知

⑫審査

申請審査端末

県・市町

ＬＧＷＡＮ

市町窓口（登録局）

証明書発行機関（発行局）

②基本情報の照会
（職員の目で照会）

③鍵生成

ＬＧＰＫＩ兵庫県認証局

⑤証明書発行

⑪有効性
問い合わせ応答

（証明書検証）

証明書

⑥証明書取得

①証明書発行申請（窓口へ出向く）

④基本情報+公開鍵
の通知

公的個人認証基盤⑤’発行・
失効情報

LGPKI

相互認証

GPKI

相互認証

オンラインの流れ オフライン（人手を介する）の流れオンラインの流れ オフライン（人手を介する）の流れ
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９　各種基盤システムとの連携

地方公共団体にて作成する発行物に対して、「真に県・市町が作成し、送付したものであること」「内容が改ざんされていないこ
と」を証明する際に組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ）を利用することとなる。

共同運営センタと認証基盤とのインターフェースとしては、ＬＧＷＡＮ経由での連携となる。

下図は公的個人認証サービスにおいて官職証明書検証サービスが実装された場合の例である。

申請者

電子申請システム

⑥申請書作成

申請書

⑨受付・形式審査

共同運営センタ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

⑦申請書送信

⑧受付確認

⑫結果通知
⑩審査
⑪公文書発行
（電子署名つき）

申請審査端末

県・市町

ＬＧＷＡＮ

⑯有効性検証

LGPKI兵庫県認証局⑮証明書検証要求

⑰検証結果応答

②必要情報の登録
③鍵生成
④証明書発行
⑤ＩＣカードに証明書を登録

（官職証明書
検証サービス）

⑬公文書取得
（電子署名付）

①官職証明書の
取得要求

オンラインの流れ オフライン（人手を介する）の流れオンラインの流れ オフライン（人手を介する）の流れ

GPKI

公的個人認証サービス
兵庫県センター

LGPKI

公的個人
認証基盤

⑭証明書検証

相互認証
相互認証
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９　各種基盤システムとの連携

９．２　決済基盤との連携

行政手続における申請・届出手続き等の電子化に伴って発生する手数料等の収納について、マルチペイメントネットワーク（Ｍ
ＰＮ）を利用した電子決済が考えられる。共同運営センタにおいて考えられる実現方式案は次のとおりである。

①各市町において、収納機関共同利用センタ（ＬＧＷＡＮ－ＡＳＰ）の提供するサービスを利用する。

②各市町において、通信サーバを構築する。

③各市町において、上記①または②の方式により実現する。（市町毎の選択方式）

④共同運営センタにおいて、通信サーバを構築し、市町で共同利用する。

金融機関

収納機関
共同利用センタ
(LGWAN-ASP)

通信サーバ 通信端末

県・市町 県・市町

通信サーバ

ＬＧＷＡＮ

MPN

電子申請
システム

通信サーバ（共同利用）

共同運営センタ

④

① ②

③

「汎用受付システムの調達のための参考資料（共同利用の場合）（改訂第２版）（総務省）」においても、ＭＰＮとの連携を実現す
るための構成についての記述があるが、その中では上記①または④の方式において実現するとされている。
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１０　共同化の効果

１０．１　共同運営システムのメリットと課題

・様式の標準化
　各種様式は各自治体で独自フォーマットとなっていることが多く、記載項目を始めとする様式の標準化や、標準化範囲について検討が必要
　となる。

・機能の標準化
　共同化するため、共同センタの機能の標準化が必要であり、各自治体からの独自要望に柔軟に対応できないことがある。

・既存システムとの連携
　各市町の既存システムとの連携は、既存システム側で共同センタが提供する標準インターフェースに対応する必要がある。独自開発に比べ、
　既存システムへの影響が大きくなる（改造範囲が大きくなる）可能性がある。
・データの一元管理
　業者情報（入札・調達）、会員情報（施設予約利用）を一元管理できるが個人情報保護の問題のため、慎重に取り扱うことが必要となる。

・法整備
　個人情報を自治体外に置くことを禁止している自治体やシステム間のオンライン結合を禁止している自治体もあるため、法または条例、制度
　の整備が必要となる。

・費用負担のあり方
　共同運営システムを構築する際の初期費用やサービスを利用する際の利用料に関して、参加自治体での負担割合や途中入会・脱会時の　
　扱いについて検討が必要となる。

共同化の課題

・短期間でのシステム構築が可能
　ハードウェア、基本ソフトウェア、ネットワーク等、システム構築に必要な基本要素をセンタ側であらかじめ備えることにより、システム構築に必
　要な期間を最小限に抑えることが可能となる。
　また、標準化された様式があらかじめ備えられている（かつ利用可能な）場合は、申請書様式提供画面の作成に必要な期間を最小限に抑　
　えることが可能となる。結果的に、早期に行政サービスを立ち上げることが可能となる。

・費用削減が可能
　共通した基盤環境を共同利用することにより個々の負担費用は削減される。また、システム運用要員を自前で確保する必要がなく、人件費　
　も削減される。

・自前の設備環境が不要
　ハードウェアの設置場所、電源、空調等の設備環境を自前で用意する必要がない。
・専任要員（スペシャリスト）が不要
　共同運営することで、システム構築／運用のための専門技術者が不在でも容易にサービス開始が可能。

・運用負荷の軽減が可能
　運営機関に運用、メンテナンス、保守を任せることで、運用にかかる負荷が大きく軽減される。

共同化のメリット
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１０　共同化の効果

 

Ｌ３ＳＷ  

自治体向け 
公開サーバ  ＬＧＷＡＮ 

接続設備 

自治体向け  
公開サーバ  
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ー
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Ｌ
Ｇ
Ｗ
Ａ
Ｎ

 

市町・施設  

(LGWAN 接続 )  

住民・企業  

Ｆｉｒｅｗａｌｌ 

Ｌ３ＳＷ  

Ｆｉｒｅｗａｌｌ 

申請者  
端末  

担当者  
端末  

個別システムの範囲  

共同運営システム  

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 
接続設備 利用者向け  

公開サーバ  

施設  

（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ接続） 

担当者  
端末  

電子申請  
システム 

電子入札・調達
システム  

施設予約利用  
システム  

文書管理 
システム  

マルチペイメントネットワーク 

決済基盤  
（通信ｻｰﾊﾞ） 
※ LGWAN
を介さない
場合  

決済基盤  
（通信ｻｰﾊﾞ）
※LGWAN 

ASP 利用の
場合  

１０．２　複数システム集約の効果

これまで、電子申請システム、電子入札・調達システム、施設予約利用システム、文書管理システムの検討を行ってきた。
それぞれのシステムは個別に構築することが可能ではあるが、一ヶ所のデータセンタに集約することで各システムの機器・
設備を共同利用することができ、コストを軽減することが可能である。
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１０　共同化の効果

共同化することにより節約できる要素は、次のとおりである。

・インターネット接続回線
・ＬＧＷＡＮ接続回線
・保守用接続回線

（１）ネットワーク利用料・構築・保守

・コールセンタ、ヘルプデスク業務（５）業務運用

・ハウジング経費
・システム運用管理費用
・セキュリティ監視費用

（４）システム運用

・共同運営センター施設／設備（３）施設／設備の利用料・構築・保
守・維持管理

・センター内ネットワーク設備
・インターネット接続機器
・ＬＧＷＡＮ接続機器
・保守用回線接続機器
・セキュリティ対策設備（ファイアウォール、アンチウィルス、侵入検知システム等）
・バックアップ設備
・住民向け公開サーバ（Webサーバ）

（２）システム構築・保守

要素項目

このようにシステムを集約することでコストの軽減が期待できるが、次のような課題について検討する必要がある。

①　回線を共有する場合、特定のシステムに対するトラフィックが増加すると、他のシステムにも影響を与えてしまう。SLAの　
　　　要件にもよるが、システムごとに帯域制御するなどの検討も必要になる。

②　開発ベンダが異なる場合は、綿密な仕様調整と責任分解点を明確にする必要がある。
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１１　運営方式

１１．１　共同運営の契約形態

　　　　共同運営を実現する際、公共と民間事業者の間での契約形態については、以下に示す４つのパターンが考えられる。

公共

民間

公共団体
公共団体
公共団体

パターン 1：共同委託方式 パターン 3：個別委託方式 パターン 4：ASP 方式

契約主体
となる組織

協議会 協議会

公共団体

公共団体
公共団体
公共団体
公共団体

民間事業者民間事業者
民間事業者
民間事業者
民間事業者

委託契約 選定
委託契約

（随意） 仕様公開

公共団体
公共団体
公共団体
公共団体

協議会

参加 参加参加

公共と民間の間では１：１の契約 公共と民間の間ではｎ：１の契約 公共と民間の間ではｎ：ｎの契約

委託契約

自主的に開発し、サービスを提供

推奨

パターン 2：事務委託方式

兵庫県

民間事業者

委託契約 選定

公共団体
公共団体
公共団体
公共団体 事務委託

公共と民間の間では１：１の契約

契約主体としては

以下の組織形態が考えられる。

①協議会
②一部事務組合
③広域連合
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１１　運営方式
１１．２　契約形態の特徴

公共側 民間側

メリット ・契約が単独であるため、契約管理が容易になる。
・必ずしも法人格を有する組織の設立手続きを要しない。

・契約が単独であるため、契約管理が容易になる。
・県内の自治体において規模が大きく整合性のあるシステ
ムの提供が可能となり、効率的で質の高いサービスを提供
することが可能となる。

デメリット ・運営主体の参加市町に対する拘束力が弱い。
・参加自治体間の負担割合の決定が煩雑になる可能性が
ある。

・システム仕様の共通化のため、契約主体（協議会等）との
調整に時間と稼動を要する可能性がある。

メリット ・契約が単独であるため、契約管理が容易になる。
・法人格を有する組織の設立手続きが必要ない。

・契約が単独であるため、契約管理が容易になる。
・県内の自治体において規模が大きく整合性のあるシステ
ムの提供が可能となり、効率的で質の高いサービスを提供
することが可能となる。

デメリット ・参加自治体間の負担割合の決定が煩雑になる可能性が
ある。
・責任が兵庫県に集中する。

・システム仕様の共通化のため、契約主体（兵庫県）との調
整に時間と稼動を要する可能性がある。

メリット ・法人格を有する組織の設立手続きが必要ない。 ・民間事業者が単独であるため、県内の自治体において整
合性のあるシステムを提供することにより効率的で質の高い
サービスを提供することが可能となる。

デメリット ・運営主体の参加市町に対する拘束力が弱い。
・公共団体ごとに契約条件が異なり価格設定が複雑化す
る可能性がある。

・多数の契約が存在するため、契約管理が煩雑になる。
・仕様も個別のものになりやすく、管理が複雑化する可能性
がある。

メリット ・効率的で質の高いサービスの選択権を有することができ
る。
・事業者の競争によりコストの低減が期待できる。
（但し、導入当初は民間事業者がリスクを見込むため割高
になりがちとなる）

・自由な発想で民間事業者の創意工夫を反映したサービス
を提供することが可能となる。

デメリット ・自治体の横断的システムの整備が促進されない恐れが
ある。
・県下で複数の圏域に分れることが予想され、共同化のメ
リットが小さくなる。
・民間側の事情により公共サービスが継続できなくなる場
合がある。

・マーケットリスクが大きく、事業採算が取れなくなる可能性
がある。
・情報の庁外保存、既存システムとの外部接続について合
意が得られにくい。

ASP方式

契約形態

共同委託方式

事務委託方式

個別委託方式


